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平成２０・２１年度の格付け

■資格審査基準及び条件
県内建設業者の格付けについては、下記『格付基準表』及び条件に基づき「奈良県建設工事等競争入札参加

資格審査会（以下「審査会」 という。）」において決定します。

＜格付基準表（県内建設業者）＞

等級 評定事項 土木一式工事 建築一式工事 舗装工事

Ａ１ Ａ等級の基準を満たし、かつ
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 総 評 定 点 ９８０点以上

技術職員数 １級技術者５名以上
（１年以上の常時雇用）

Ａ 総 評 定 点 ８５０点以上 ８５０点以上 ８５０点以上
資 本 金 ４,０００万円以上 ４,０００万円以上 ２,０００万円以上
技術職員数 １０名以上 １０名以上 ５名以上

(うち１級技術者３名以上の１年 (うち１級技術者３名以上の１年 (うち１級技術者１名以上の１年
以上の常時雇用) 以上の常時雇用) 以上の常時雇用)

許可の種別 特定建設業 特定建設業 特定建設業
昇 級 条 件 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ 直前２年間Ｂ

Ｂ 総 評 定 点 ８００点～８４９点 ８００点～８４９点 ７５０点～８４９点
資 本 金 ２,０００万円以上 ２,０００万円以上
技術職員数 ５名以上 ５名以上 ２名以上

（うち１級技術者１名以上） （うち１級技術者１名以上）
許可の種別 特定建設業 特定建設業
昇 級 条 件 直前２年間Ｃ 直前２年間Ｃ

Ｃ 総 評 定 点 ７５０点～７９９点 ７５０点～７９９点 ７４９点以下
技術職員数 ３名以上 ３名以上

（２級以上の技術者１名以上を含む） （２級以上の技術者１名以上を含む）

昇 級 条 件 直前２年間Ｄ 直前２年間Ｄ

Ｄ 総 評 定 点 ７００点～７４９点 ７００点～７４９点
技術職員数 ２名以上 ２名以上

Ｅ 総 評 定 点 ６９９点以下 ６９９点以下

※技術職員は、それぞれの格付け対象業種において、建設業許可に必要な技術者要件を満たしている者に限り
ます。

１ 『総評定点』は、別紙に定める『客観的要素（経営事項審査の総合評定値（Ｐ）』と『主観的要素』により
算定します。

２ 『客観的要素』の算定に用いる総合評定値（Ｐ）通知書の審査基準日（以下、「審査基準日」という。）は、
平成１８年１０月１日から平成１９年９月３０日までのものとしますが、承継等のため審査基準日が、当該期
間以降となる場合には、入札参加資格申請までに経営事項審査の申請を行い、土木事務所において受理される
ことが必要です。

評定事項のうち「資本金」､「技術職員数」､「許可の種別」については、審査基準日及び入札参加資格申請
時点において格付け要件を満たしていることが必要です。

３ 前回格付けより、等級要件が２等級以上昇級する者は１等級の昇級に留めますが、降級する者は該当する等
級に降級するものとします。

４ 初めて奈良県建設工事入札参加資格審査申請書を奈良県に提出した者は、最下位等級を原則とします。
なお、前回（平成１８・１９年度）の通常申請をしなかった者で、前々回（平成１６・１７年度）の格付け

において等級を受けた者については、その時の等級より１等級以上降級して格付けます。

５ 国土交通大臣の特別認定者は、認定された業種に限り１級技術者として取り扱うこととします。
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６ 公共工事に係る施工技術の確保のため、各業種Ａ等級の者は、１級技術者及び国土交通大臣特別認定者の１
年以上の常時雇用を確認します。
この１年以上の常時雇用は、格付対象となる審査基準日までの１年間について確認します。
審査基準日及び入札参加資格申請時点で技術職員数要件を満たしている場合でも、この１年以上の常時雇用

が確認できない場合には、Ａ等級の資格を認めません。

７ 土木一式Ａ等級業者のうち、「Ａ１グループ」は、上記の格付け基準表においてＡ１の基準を満たしたうえ
で、「Ａ１グループ」としての位置付けを希望する者とします。
「Ａ１グループ」に位置付けを希望する者については、毎年度、全ての基準を満たしていることを確認しま

す。

８ 各等級（Ａ１グループ含む。）の評定事項（技術職員数（常時雇用）、許可の種別及び資本金。但し、総評定
点を除く。）に係る基準（以下、「格付け要件」という。）は、次回の格付けまで満たしていることが必要です。

なお、格付け要件を満たさなくなった場合は、その旨を報告しなければなりません。
この場合には、該当する等級に降格するものとします。

９ 技術者の常時雇用について、技術者が辞めた場合は辞めた日から２ヶ月以内に辞めた技術者と同等以上の資
格等を有する技術者を新たに雇用することが必要です。
ただし、建設業法で期日が定られている専任技術者等については、法に定められた期限までに届け出る必要

があります。


